
 

 

平成 28 年 10 月 12 日 

 

 

 

 特別用途食品の品質管理に関する調査について 

 

 

 

今般、消費者庁長官の許可を受けた特定保健用食品に関与成分が規定量含まれてい

ない等の事案が発生したことに伴い、特定保健用食品に関して関与成分量が許可等申

請書の記載どおり適切に含有されているかについて調査を行っているところです。 

消費者庁としては、特別用途食品に関しても、品質管理が許可申請どおりに実施さ

れているかについて調査を行う必要があると考えられることから、特別用途食品の許

可を受けている事業者（16 社）に対して、事業者が定期的に行っている外部の試験検

査機関による試験の結果について、報告いただくよう調査依頼いたしました。 

 

 

  

 

＜問合せ先＞  

消費者庁 食品表示企画課   

電話：０３－３５０７－９２２２（直通） 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９２９２ 

担当：増田、遠藤 
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